
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
五
号 

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
五
条
及
び
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
及
び
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
及
び
療
担

規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改

正
） 

第
一
条 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和



 

五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

目 次 

第 一 章 保 険 医 療 機 関 に よ る 療 養 の 給 付 等 の 取 扱 い （ 第 一 条― 第

十 一 条 の 四 ） 

第 二 章 ・ 第 三 章 （ 略 ） 

 

（ 保 険 医 療 機 関 の 管 理 者 の 責 務 ） 

第 十 一 条 の 四 保 険 医 療 機 関 の 管 理 者 は 、 健 康 保 険 法 第 七 十 条 の 二

第 二 項 に 規 定 す る 責 務 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 責 務 を 果 た さ な け れ ば

な ら な い 。 

一 当 該 保 険 医 療 機 関 に 勤 務 す る 保 険 医 が 第 二 章 の 規 定 を 遵 守 す

る よ う 監 督 す る こ と 。 

二 当 該 保 険 医 療 機 関 に お け る 療 養 の 給 付 及 び 保 険 外 併 用 療 養 費

に 係 る 療 養 に 関 す る 厚 生 労 働 大 臣 に 対 す る 申 請 、 届 出 等 に 係 る

手 続 並 び に 療 養 の 給 付 及 び 保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る 療 養 に 要 す

る 費 用 の 請 求 に 係 る 手 続 が 適 正 に 行 わ れ る よ う 監 督 す る こ と 。 

三 当 該 保 険 医 療 機 関 に お け る 診 療 録 の 記 載 及 び 整 備 並 び に 療 養

の 給 付 及 び 保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る 療 養 の 取 扱 い に 関 す る 帳 簿

及 び 書 類 そ の 他 の 記 録 の 保 存 が 適 正 に 行 わ れ る よ う 監 督 す る こ

と 。 

四 当 該 保 険 医 療 機 関 に 勤 務 す る 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 そ の 他

の 従 業 者 の 連 携 を 図 る と と も に 、 地 域 の 病 院 若 し く は 診 療 所 そ

の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の 連

携 を 図 る こ と 。 

 

目 次 

第 一 章 保 険 医 療 機 関 に よ る 療 養 の 給 付 等 の 取 扱 い （ 第 一 条― 第

十 一 条 の 三 ） 

第 二 章 ・ 第 三 章 （ 略 ） 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（ 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 健 全 な 運 営 の 確 保 ） 
第 二 十 五 条 の 三 保 険 薬 局 は 、 そ の 取 り 扱 う 療 養 の 給 付 及 び 保 険 外

併 用 療 養 費 に 係 る 療 養 に 関 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を 行 つ て は

な ら な い 。 

一 保 険 医 療 機 関 若 し く は 医 療 法 第 二 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る オ

ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設 （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設 」 と い

う 。 ） （ 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の を 除 く

。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） と 一 体 的 な 構 造 と し 、 又 は 保 険

医 療 機 関 若 し く は オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設 と 一 体 的 な 経 営 を 行

う こ と 。 

二 保 険 医 療 機 関 若 し く は 保 険 医 又 は オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設 に

対 し 、 患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬 局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き

旨 の 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利

益 を 供 与 す る こ と 。 

２ （ 略 ） 

（ 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 健 全 な 運 営 の 確 保 ） 

第 二 十 五 条 の 三 保 険 薬 局 は 、 そ の 取 り 扱 う 療 養 の 給 付 及 び 保 険 外

併 用 療 養 費 に 係 る 療 養 に 関 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を 行 つ て は

な ら な い 。 

一 保 険 医 療 機 関 と 一 体 的 な 構 造 と し 、 又 は 保 険 医 療 機 関 と 一 体

的 な 経 営 を 行 う こ と 。 

 

 

 

 

二 保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 医 に 対 し 、 患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬

局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き 旨 の 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し

て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 供 与 す る こ と 。 

 

２ （ 略 ） 

 



 

（
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



 

 

 

 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

第 一 の 一 の 二 療 担 規 則 第 五 条 第 二 項 、 保 険 薬 局 及 び 保 険 薬 剤 師 療

養 担 当 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 厚 生 省 令 第 十 六 号 。 以 下 「 薬 担 規 則 」

と い う 。 ） 第 四 条 第 二 項 並 び に 療 担 基 準 第 五 条 第 二 項 及 び 第 二 十

六 条 の 四 第 二 項 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 療 養 

（ 略 ） 

 

第 一 の 一 の 二 療 担 規 則 第 五 条 第 二 項 、 薬 担 規 則 第 四 条 第 二 項 並 び

に 療 担 基 準 第 五 条 第 二 項 及 び 第 二 十 六 条 の 四 第 二 項 の 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 療 養 

 

（ 略 ） 

第 十 二 の 二 薬 担 規 則 第 二 条 の 三 第 一 項 第 一 号 及 び 療 担 基 準 第 二 十

五 条 の 三 第 一 項 第 一 号 の 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 要 件 

（ 新 設 ） 

 医 療 法 第 三 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 医 療 計 画 に お け る へ き 地

に 所 在 す る 保 険 薬 局 に 設 置 さ れ て い る こ と 

 

 

第 十 三 薬 担 規 則 第 二 条 の 四 及 び 療 担 基 準 第 二 十 五 条 の 四 の 保 険 薬

局 に 係 る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 掲 示 事 項 

 

一 ～ 四 （ 略 ） 

第 十 三 保 険 薬 局 及 び 保 険 薬 剤 師 療 養 担 当 規 則 （ 以 下 「 薬 担 規 則 」

と い う 。 ） 第 二 条 の 四 及 び 療 担 基 準 第 二 十 五 条 の 四 の 保 険 薬 局 に

係 る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 掲 示 事 項 

一 ～ 四 （ 略 ） 

 



 

 

 

 

附 

則 

 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 


